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さいたま市教育委員会規則第２６号 

さいたま市宇宙劇場条例施行規則の一部を改正する規則

さいたま市宇宙劇場条例施行規則（平成１３年さいたま市教育委員会規則第３２号

）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第６条関係） 

品名 単位 額 備考 

宇
宙
劇
場
ホ
ー
ル

ビデオプロジ

ェクター 
[略]

2,980

円

講演台 [略]
2,370

円

スポットライ

ト 
[略] 510 円

ギ
ャ
ラ
リ
ー

音響機器 [略]
2,370

円
[略] 

[略] 

集
会
室

音響機器 
[略]

1,180

円

[略] 

講演台 [略] 580 円

マイクロホン [略] 580 円

[略] 

ビデオプロジ

ェクター 
[略]

2,980

円

ＣＤプレーヤ

ー 
[略] 490 円

ス
タ
ジ
オ

[略] 

マイクロホン [略] 580 円

ワイヤレスマ

イク 
[略]

2,370

円

[略] 

スポットライ

ト 
[略] 330 円

スポットライ 
[略] 460 円 [略] 

 ト 

クオーツブロ [略] 460 円

別表（第６条関係） 

品名 単位 額 備考 

宇
宙
劇
場
ホ
ー
ル

ビデオプロジ

ェクター 
[略]

2,930

円

講演台 [略]
2,330

円

スポットライ

ト 
[略] 500 円

ギ
ャ
ラ
リ
ー

音響機器 [略]
2,330

円
[略] 

[略] 

集
会
室

音響機器 
[略]

1,160

円

[略] 

講演台 [略] 570 円

マイクロホン [略] 570 円

[略] 

ビデオプロジ

ェクター 
[略]

2,930

円

ＣＤプレーヤ

ー 
[略] 480 円

ス
タ
ジ
オ

[略] 

マイクロホン [略] 570 円

ワイヤレスマ

イク 
[略]

2,330

円

[略] 

スポットライ

ト 
[略] 320 円

スポットライ 
[略] 450 円 [略] 

 ト 

クオーツブロ [略] 450 円



ードライト 

アッパーホリ

ゾントライト 
[略] 330 円

映
写
・
映
像
設
備

16 ミリ映写機 
[略]

1,780

円

スライド映写

機 
[略]

1,180

円

オーバーヘッ

ドプロジェク

ター 

[略] 940 円

ビデオテープ

レコーダー 
[略]

1,180

円

スクリーン [略] 330 円

[略] 

備考 [略] 

ードライト 

アッパーホリ

ゾントライト 
[略] 320 円

映
写
・
映
像
設
備

16 ミリ映写機 
[略]

1,740

円

スライド映写

機 
[略]

1,160

円

オーバーヘッ

ドプロジェク

ター 

[略] 920 円

ビデオテープ

レコーダー 
[略]

1,160

円

スクリーン [略] 320 円

[略] 

備考 [略] 

附 則

 （施行期日）

１ この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後のさいたま市宇宙劇場条例施行規則別表の規定は、この規

則の施行の日以後の許可の申請に係る利用料金について適用し、同日前の許可の

申請に係る利用料金については、なお従前の例による。



さいたま市教育委員会規則第２７号 

さいたま市うらわ美術館条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市うらわ美術館条例施行規則（平成１３年さいたま市教育委員会規則

第４２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」

と、改正後の欄にあっては、「改正後部分」という。）については、次のとおり

とする。 

 （1） 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

 （2）改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 （3）改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第７条関係）

附属設備の名称 単位
使用料

(１週間につき)

スポットライト ［略］ 220 円

彫刻台 ［略］ 220 円

持込み電気器具用

電源
［略］ 760 円

別表（第７条関係）

附属設備の名称 単位
使用料

(１週間につき)

スポットライト ［略］ 210 円

彫刻台 ［略］ 210 円

持込み電気器具用

電源
［略］ 750 円

附 則 

 （施行期日）

１ この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後のさいたま市うらわ美術館条例施行規則第７条の規定

は、この規則の施行の日以降の申請について適用し、同日前の申請については、

なお従前の例による。



さいたま市教育委員会規則第２８号 

   さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市公民館条例施行規則（平成１５年さいたま市教育委員会規則第１６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第３（第１１条関係） 別表第３（第１２条関係） 

名称 単位 

使用料

（１回

につき

） 

備考 名称 単位 

使用料

（１回

につき

） 

備考 

 舞

台

装

置

［略］   舞

台

装

置

［略］ 

電動スクリー

ン 

［略］ 340円  電動スクリー

ン 

［略］ 330円

グランドピア

ノ 

［略］ 940円 ［略］ グランドピア

ノ 

［略］ 920円 ［略］ 

ボーダーライ

ト 

［略］ 570円 ボーダーライ

ト 

［略］ 560円

シーリングラ

イト 

［略］ 570円 シーリングラ

イト 

［略］ 560円

 音

響

・

映

像

設

備

拡声装置 ［略］ 570円 ［略］   音

響

・

映

像

設

備

拡声装置 ［略］ 560円 ［略］ 

プロジェクタ

ー 

［略］ 1,040円 ［略］ プロジェクタ

ー 

［略］ 1,020円 ［略］ 

プラズマディ

スプレイ 

［略］ 520円 プラズマディ

スプレイ 

［略］ 510円

［略］ ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、「第１２条関係」を

「第１１条関係」に改める部分は、公布の日から施行する。 



（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市公民館条例施行規則別表第３の規定は、この

規則の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申

請に係る使用料については、なお従前の例による。 


